
熊生環第１６８号　　 

令和７年３月６日　　 

 

 

熊本県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する訓令の一部改正について（通達） 

　「警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点について（通達）」（令和５年７月３
日付け警察庁丙企画発第２９号）別添「警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点」
において、都道府県警察における許可等関係事務の業務集約が重点事項とされている。 

　今般、業務の合理化・効率化及び警察署の負担軽減を図ることを目的とし、生活安全部における一部の許可
等事務について、その審査機能を警察本部へ集約することとした。 

　これに伴い、別添のとおり熊本県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する訓令（平成１２年熊本県警

察本部訓令甲第８号）の一部を改正し、令和７年４月１日から施行することとしたので、事務処理上誤りのな

いようにされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



熊本県警察本部訓令第３号 

  熊本県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

    令和７年３月６日 

                   　　　　     　　　　　　　熊本県警察本部長　宮内　彰久 

      熊本県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する訓令の一部を改正する訓令 

熊本県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する訓令（平成１２年熊本県警察本部訓令甲第８号）の一
部を別紙のとおり改正する。 

  　　附　則 

  この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

熊本県公安委員会の権限に属する事務の専決に関する訓令新旧対照表 

（下線の箇所は、改正部分を示す）　　 

新 旧

第１条～第３条　［略］ 第１条～第３条　［略］

別表 別表

警察本部長が専決することができる公安委員会の権限 専 決 区 分 警察本部長が専決することができる公安委員会の権限 専 決 区 分

に属する事務 に属する事務

   本 部 課 署    本 部 課 署 

根拠法令 条項号 事 務 の 内 容 部 長 長 長 根拠法令 条項号 事 務 の 内 容 部 長 長 長 

長 長

１～12　［略］ １～12　［略］

13　風俗 第３条第 風俗営業の許可に関すること。 ○ 13　風俗 第３条第 風俗営業の許可に関すること。 ○

営業等の １項 営業等の １項

規制及び 規制及び

業務の適 第３条第 許可に係る条件の付与及び変更 ○ 業務の適 第３条第 許可に係る条件の付与及び変更 ○ 

正化等に ２項 に関すること（第31条の23にお 正化等に ２項 に関すること（第31条の23にお

関する法 いて準用する場合を含む。）。 関する法 いて準用する場合を含む。）。

律(昭和2 律(昭和2

3年 法 律 ［略］ 3年 法 律 ［略］

第122号) 第122号)

第５条第 許可証の交付に関すること（第 　 ○ 第５条第 許可証の交付に関すること（第 ○

２項 31条の23において準用する場合 ２項 31条の23において準用する場合

を含む。）。 を含む。）。

第５条第 不許可の通知に関すること（第 ○ 第５条第 不許可の通知に関すること（第 ○ 

３項 31条の23において準用する場合 ３項 31条の23において準用する場合

を含む。）。 を含む。）。

［略］ ［略］

第７条第 風俗営業の相続承認申請の受理 　 ○ 第７条第 風俗営業の相続承認申請の受理 ○

１項 　　　　　　に関すること（第 １項 及び相続承認に関すること（第

31条の23において準用する場合 31条の23において準用する場合

を含む。）。 を含む。）。

風俗営業の相続承認に関するこ ○ ［新設］

と（第31条の23において準用す

る場合を含む。）。

［略］ ［略］

第７条の 風俗営業の法人の合併承認に関 　 ○ 第７条の 風俗営業の法人の合併承認に関 ○

２第１項 すること（第31条の23において ２第１項 すること（第31条の23において

準用する場合を含む。）。 準用する場合を含む。）。

第７条の 風俗営業の法人の分割承認に関 　 ○ 第７条の 風俗営業の法人の分割承認に関 ○

３第１項 すること（第31条の23において ３第１項 すること（第31条の23において

準用する場合を含む。）。 準用する場合を含む。）。

［略］ ［略］

第10条の 特例風俗営業者の認定に関する ○ 第10条の 特例風俗営業者の認定に関する ○

２第１項 こと（第31条の23において準用 ２第１項 こと（第31条の23において準用

する場合を含む。）。 する場合を含む。）。

［略］ ［略］



第10条の 認定証の交付に関すること（第 ○ 第10条の 認定証の交付に関すること（第 ○

２第３項 31条の23において準用する場合 ２第３項 31条の23において準用する場合

を含む。）。 を含む。）。

第10条の 不認定の通知に関すること（第 ○ 第10条の 不認定の通知に関すること（第 ○

２第４項 31条の23において準用する場合 ２第４項 31条の23において準用する場合

を含む。）。 を含む。）。

［略］ ［略］

第31条の 特定遊興飲食店営業の許可に関 　 　 ○ 第31条の 特定遊興飲食店営業の許可に関 　 　 ○

22 すること。 　 22 すること。

［略］ ［略］

14　風俗 第10条第 風俗営業の許可の通知に関する 　 　 ○ 14　風俗 第10条第 風俗営業の許可の通知に関する ○

営業等の ２項 こと（第78条第２項において準 営業等の 2項 こと（第78条第２項において準

規制及び 用する場合を含む。）。 規制及び 用する場合を含む。）。

業務の適 業務の適

正化等に 第10条第 風俗営業管理者証の交付に関す 　 ○ 正化等に 第10条第 風俗営業管理者証の交付に関す ○

関する法 ３項 ること（第78条第２項において 関する法 3項 ること（第78条第２項において

律施行規 準用する場合を含む。）。 律施行規 準用する場合を含む。）。

則(昭和6 則(昭和6

0年 国 家 ［略］ 0年 国 家 ［略］

公安委員 公安委員

会規則第 第16条第 相続承認、合併承認及び分割承 　 　 ○ 会規則第 第16条第 相続承認、合併承認及び分割承 　 　 ○

１号) １項 認の通知に関すること(第22条 　 １号) １項 認の通知に関すること(第22条

及び第84条において準用する場 及び第84条において準用する場

合を含む。)。 合を含む。)。

第16条第 相続不承認、合併不承認及び分 ○ 第16条第 相続不承認、合併不承認及び分 ○

２項 割不承認の通知に関すること ２項 割不承認の通知に関すること

(第22条及び第84条において準 (第22条及び第84条において準

用する場合を含む。)。 用する場合を含む。)。

［略］ ［略］

第26条第 特例風俗営業者の認定の通知に 　 　 ○ 第26条第 特例風俗営業者の認定の通知に ○

２項 関すること（第94条第２項にお ２項 関すること（第94条第２項にお

いて準用する場合を含む。）。 いて準用する場合を含む。）。

［略］ ［略］

第44条第 届出確認書不交付通知書の交付 　 　 ○ 第44条第 届出確認書不交付通知書の交付 ○

２項 に関すること(第55条第２項及 ２項 に関すること(第55条第２項及

び第66条第２項において準用す び第66条第２項において準用す

る場合を含む。)。 る場合を含む。)。

［略］ ［略］

［略］ ［略］

17　古物 第３条 古物営業の許可に関すること。 　 ○ 17　古物 第３条 古物営業の許可に関すること。 ○

営 業 法 営 業 法

(昭和24 ［略］ (昭和24 ［略］

年法律第 年法律第

108号) 第５条第 古物営業の許可証の交付に関す 　 ○ 108号) 第５条第 古物営業の許可証の交付に関す ○

２項 ること。 ２項 ること。

第５条第 古物営業の不許可の通知に関す 　 ○ 第５条第 古物営業の不許可の通知に関す ○

３項 ること。 ３項 ること。

［略］ ［略］

［略］ ［略］



20　質屋 ［略］ 20　質屋 ［略］

営 業 法 営 業 法

(昭和25 第４条第 営業内容の変更の許可に関する 　 ○ (昭和25 第４条第 営業内容の変更の許可に関する ○

年法律第 １項 こと。 年法律第 １項 こと。

158号) 158号)

［略］ ［略］

第８条第 許可証の交付に関すること。 　 ○ 第８条第 許可証の交付に関すること。 　 　 ○

１項 １項

［略］ ［略］

第28条第 質屋が死亡した場合における質 　 ○ 第28条第 質屋が死亡した場合における質 　 　 ○

３項第１ 置主の保護を行う相続人に係る ３項第１ 置主の保護を行う相続人に係る

号 承認に関すること。 号 承認に関すること。

第28条第 旧営業所以外の場所で質置主の 　 ○ 第28条第 旧営業所以外の場所で質置主の 　 　 ○

５項 保護を行うことに係る承認に関 ５項 保護を行うことに係る承認に関

すること。 すること。

第28条第 質置主の保護のため必要がある 　 ○ 第28条第 質置主の保護のため必要がある 　 　 ○

６項 と認めるときにおける不承認に ６項 と認めるときにおける不承認に

関すること。 関すること。

［略］ ［略］

22　警備 第４条 警備業を営もうとする者の認定 ○ 22　警備 第４条 警備業を営もうとする者の認定 ○

業 法 (昭 に関すること。 業 法 (昭 に関すること。

和47年法 和47年法

律第1 17 ［略］ 律第1 17 ［略］

号) 号)

第５条第 認定の通知に関すること。 　 ○ 　 第５条第 認定の通知に関すること。 　 ○ 　 　

２項 ２項

第５条第 認定しない旨の通知に関するこ ○ 第５条第 認定しない旨の通知に関するこ ○

３項 と。 ３項 と。

第７条第 ［略］ 第７条第 ［略］

１項 １項

認定の有効期間の更新に関する 　 ○ 　 認定の有効期間の更新に関する 　 ○ 　 　

こと。 　 こと。

第７条第 更新しない旨の通知に関するこ ○ 第７条第 更新しない旨の通知に関するこ ○

３項 と。 ３項 と。

23　警備 第４条第 医師の診断の受診の要求に関す ○ ○ 23　警備 第４条第 医師の診断の受診の要求に関す 　 ○ 

業法施行 ２項 ること。 業法施行 ２項 ること。

規 則 (昭 規 則 (昭

和58年総 ［略］ 和58年総 ［略］

理府令第 理府令第

１号) 第63条第 医師の診断の受診の要求に関す ○ ○ １号) 第63条第 医師の診断の受診の要求に関す 　 ○ 

２項 ること。 ２項 ること。

［略］ ［略］

28　銃砲 ［略］ 28　銃砲 ［略］

刀剣類所 刀剣類所

持等取締 第４条第 銃砲等又は刀剣類の所持の許可 　 ○ 　 持等取締 第４条第 銃砲等又は刀剣類の所持の許可 　 ○ 　

法(昭和3 １項 に関すること　　　　　　　　 　 法(昭和3 １項 に関すること(ライフル銃に係

3年 法 律 　　　　　　　　　　　　　　 3年 法 律 るもの並びに散弾銃、空気銃及

第６号) 　　　　　　　　　　　　　　 第６号) びクロスボウの新規許可に係る

　　　　　　。 ものに限る。)。

［削る］　                     銃砲等又は刀剣類の所持の許可 　 　 ○ 



　 に関すること(ライフル銃に係

るもの並びに散弾銃、空気銃及

びクロスボウの新規許可に係る

ものを除く。)。

第４条第 銃砲等又は刀剣類の所持に係る 　 ○ 第４条第 銃砲等又は刀剣類の所持に係る 　 　 ○ 

２項 許可に条件を付すこと及び変更 ２項 許可に条件を付すこと及び変更

に関すること。 に関すること。

第４条第 銃砲等又は刀剣類の所持の許可 　 ○ 第４条第 銃砲等又は刀剣類の所持の許可 　 　 ○ 

４項 に係る期間の設定に関すること。 ４項 に係る期間の設定に関すること。

第４条第 法人の代表者等による銃砲等又 　 ○ 第４条第 法人の代表者等による銃砲等又 　 　 ○ 

５項 は刀剣類の所持の許可に関する ５項 は刀剣類の所持の許可に関する

こと。 こと。

［略］ ［略］

第４条の 所持の許可に係る猟銃若しくは 　 ○ 第４条の 所持の許可に係る猟銃若しくは 　 　 ○

４第２項 空気銃の番号又は記号の打刻の ４第２項 空気銃の番号又は記号の打刻の

命令に関すること。 命令に関すること。

第４条の 所持の許可に係るクロスボウの 　 ○ 第４条の 所持の許可に係るクロスボウの 　 　 ○

４第３項 表示の措置の命令に関すること。 ４第３項 表示の措置の命令に関すること。

［略］ ［略］

第５条の 講習修了証明書の書換え又は再 　 　 ○ 第５条の 講習修了証明書の書換え又は再 　 　 ○  

３第３項 交付　　　　　に関すること 　 ３第３項 交付申請の受理に関すること 　

(第５条の４第３項、第９条の (第５条の４第３項　　　　　

５第４項、第９条の10第３項及 　　　　　　　　　　　　　　

び第９条の14第３項において準 　　　　　　　　　において準

用する場合を含む。　　　　　 用する場合を含む。初心者に係

　　　　　　　）。 るものに限る。)。

［削る］ 講習修了証明書の書換え又は再 ○

交付申請の受理に関すること

(第５条の４第３項において準

用する場合を含む。経験者に係

るものに限る。)。

［略］ ［略］

第５条の 技能講習修了証明書の交付に関 　 ○ 第５条の 技能講習修了証明書の交付に関 　 　 　 ○ 

５第２項 すること。 ５第２項 すること。

［略］ ［略］

第６条第 国際競技に参加するため入国す 　 ○ 第６条第 国際競技に参加するため入国す 　 　 ○ 

１項 る外国人に係る銃砲等又は刀剣 １項 る外国人に係る銃砲等又は刀剣

類の所持の許可に関すること。 類の所持の許可に関すること。

第６条第 国際競技に参加するため入国す 　 ○ 第６条第 国際競技に参加するため入国す 　 　 ○

２項 る外国人に係る銃砲等又は刀剣 ２項 る外国人に係る銃砲等又は刀剣

類の所持の許可に係る期間の設 類の所持の許可に係る期間の設

定に関すること。 定に関すること。

第７条第 許可証の交付に関すること。 ○ 第７条第 許可証の交付に関すること。 　 　 ○

１項 １項

［略］ ［略］

第７条の 猟銃若しくは空気銃又はクロス 　 ○ 第７条の 猟銃若しくは空気銃又はクロス 　 　 ○

３第２項 ボウの許可の更新に関すること。 ３第２項 ボウの許可の更新に関すること。



［略］ ［略］

第９条の 教習射撃指導員の解任命令に関 ○ 第９条の 教習射撃指導員の解任命令に関 ○

４第３項 すること（第９条の９第２項に ４第３項 すること（第９条の９第２項に

おいて準用する場合を含む。）。 おいて準用する場合を含む。）。

第９条の 教習資格の認定及び教習資格認 　 ○ 第９条の 教習資格の認定及び認定証　　 ○ 

５第２項 定証の交付に関すること。 　 ５第２項 　　の交付に関すること。

［略］ ［略］

［削る］ 第９条の 教習資格認定証の書換え又は再 ○

５第４項 交付の申請の受理に関すること。

［略］ ［略］

第９条の 教習用備付け銃の番号又は記号 　 　 ○ 第９条の 教習用備付け銃の番号又は記号 　 　 　 ○ 

６第３項 の打刻の命令に関すること。 　 ６第３項 の打刻の命令に関すること。

第９条の 教習用備付け銃に係る保管の設 ○ 第９条の 教習用備付け銃に係る保管の設 ○

７第３項 備又は方法の改善の命令に関す ７第３項 備又は方法の改善の命令に関す

ること(第10条の８第２項にお ること(第10条の８第２項にお

いて準用する場合を含む。)。 いて準用する場合を含む。)。

［略］ ［略］

第９条の 練習資格の認定及び練習資格認 　 ○ 第９条の 練習資格認定証　　　　　　　  ○

10第２項 定証の交付に関すること。 10第２項 　　の交付に関すること。

［削る］ 第９条の 練習資格認定証の書換え又は再 ○ 

10第３項 交付の申請の受理に関すること。

［略］ ［略］

第９条の 年少射撃資格の認定に関するこ 　 ○ 　 第９条の 年少射撃資格の認定に関するこ 　 ○ 　 　

13第１項 と。 　 13第１項 と。

第９条の 年少射撃資格認定証の交付に関 　 　 ○ 第９条の 年少射撃資格認定証の交付に関 　 　 　 ○ 

13第２項 すること。 　 13第２項 すること。

［略］ ［略］

第９条の ［削る］ 第９条の 年少射撃資格講習修了証明書の ○ 　

14第３項 14第３項 書換え又は再交付に関すること。

年少射撃資格の認定のための講 ○ 年少射撃資格の認定のための講 ○ 

習会の開催に関する事務の委託 習会の開催に関する事務の委託

に関すること。 に関すること。

第９条の クロスボウ射撃資格の認定及び ○ 第９条の クロスボウ射撃資格の認定及び ○ 

16第１項 認定証の交付に関すること。 　 16第１項 認定証の交付に関すること。

［略］ ［略］

第10条の クロスボウ保管業者の保管の設 　 ○ 　 第10条の クロスボウ保管業者の保管の設 ○ 

８の２第 備又は方法の改善命令に関する ８の２第 備又は方法の改善命令に関する

２項 こと。 ２項 こと。

［略］ ［略］

第13条の 公務所等への照会に関すること。　 　 ○ ○ 第13条の 公務所等への照会に関すること。 　 　 ○

２ ２

［略］ ［略］



第28条の 猟銃安全指導委員の委嘱に関す ○ 第28条の 猟銃安全指導委員の委嘱に関す 　 ○

２第１項 ること。 　 ２第１項 ること。

［略］ ［略］

第28条の 猟銃安全指導委員の解嘱に関す ○ 　 第28条の 猟銃安全指導委員の解嘱に関す 　 ○ 　 　

２第７項 ること。 　 ２第７項 ること。

［略］ ［略］

29　銃砲 ［略］ 29　銃砲 ［略］

刀剣類所 刀剣類所

持等取締 第31条第 許可の期間の延長に関すること。　 　 ○ 持等取締 第31条第 許可の期間の延長に関すること。　 　 　 ○

法施行令 ２項 法施行令 ２項

(昭和33 (昭和 33

年政令第 ［略］ 年政令第 ［略］ 

33号) 33号)

30　銃砲 ［略］ 30　銃砲 ［略］

刀剣類所 刀剣類所

持等取締 第12条第 推薦等の取消しに係る通知の受 　 ○ 持等取締 第12条第 推薦等の取消しに係る通知の受 　 　 　 ○

法施行規 ２項 理に関すること。 法施行規 ２項 理に関すること。

則(昭和3 則(昭和3

3年 総 理 ［略］ 3年 総 理 ［略］

府令第16 府令第16

号) 第18条 打刻命令書の交付に関すること。　 ○ 　 号) 第18条 打刻命令書の交付に関すること。 ○ 

　

第18条の クロスボウ番号標の貼付に関す 　 ○ 　 第18条の クロスボウ番号標の貼付に関す ○ 

２第１項 ること。 ２第１項 ること。

第18条の クロスボウ表示措置命令書及び 　 ○ 　 第18条の クロスボウ表示措置命令書及び ○ 

２第２項 クロスボウ番号標の交付に関す ２第２項 クロスボウ番号標の交付に関す

ること。 ること。

［略］ ［略］

第22条 講習修了証明書の書換え又は再 　 ○ 第22条 講習修了証明書の再交付又は書 ○ ○ 

交付の申請の受理に関すること  換えの申請の受理に関すること

（第25条、第56条、第70条及び  （第25条、第56条、第70条及び

第82条において準用する場合を  第82条において準用する場合を

含む。　　　　　　　　　　　 含む。初心者に係るものに限

　 ）。 る。）。

［削る］ 講習修了証明書の再交付又は書 ○ 

 換えの申請の受理に関すること

 （第25条、第56条、第70条及び

 第82条において準用する場合を

 含む。経験者に係るものに限

る。）。

［略］ ［略］

第44条 射撃指導員指定書の交付に関す 　 ○ 　 第44条 射撃指導員指定書の交付に関す ○ 

ること。 ること。

第45条 射撃指導員指定解除通知書の交 　 ○ 　 第45条 射撃指導員指定解除通知書の交 ○ 

付に関すること。 付に関すること。

［略］ ［略］

第51条 教習射撃場指定書の交付に関す 　 ○ 　 第51条 教習射撃場指定書の交付に関す ○ 

 ること（第65条において準用す     ること（第65条において準用す  

る場合を含む。）。 る場合を含む。）。



［略］ ［略］

第53条 教習射撃指導員解任命令書の交 　 ○ 　 第53条 教習射撃指導員解任命令書の交 ○ 

 付に関すること（第67条におい     付に関すること（第67条におい  

て準用する場合を含む。）。 て準用する場合を含む。）。

［略］ ［略］

第62条 教習修了証明書交付禁止通知書 　 ○ 　 第62条 教習修了証明書交付禁止通知書 ○

の交付に関すること。 の交付に関すること。

［略］ ［略］

第93条 保管業務廃止等命令書の交付に 　 ○ 　 第93条 保管業務廃止等命令書の交付に ○ 

関すること。 関すること。

［略］ ［略］

30の２　 ［略］ 30の２　 ［略］

猟銃安全 猟銃安全

指導委員 第８条 猟銃安全指導委員に対する解嘱 　 ○ 指導委員 第８条 猟銃安全指導委員に対する解嘱 ○ 

規則（平 の理由の通知及び弁明の機会の 規則（平 の理由の通知及び弁明の機会の

成21年国 付与に関すること。 成21年国 付与に関すること。

家公安委 家公安委

員会規則 員会規則

第12号） 第12号）

31　指定 第10条 指定射撃場の指定等に係る申請 　 ○ 31　指定 第10条 指定射撃場の指定等に係る申請 　 　 ○

射撃場の の受理に関すること。 射撃場の の受理に関すること。

指定に関 指定に関

する内閣 ［略］ する内閣 ［略］

府令（昭 府令（昭

和37年総 第13条 指定射撃場指定申請書(添付書 　 ○ 和37年総 第13条 指定射撃場指定書　　　　　　 　 　 　 ○

理府令第 類を含む。)の記載事項の変更 理府令第 　　　　　　の記載事項の変更

46号） 届の受理に関すること。 46号） 届の受理に関すること。

［略］ ［略］

32～96　［略］ 32～96　［略］

 

※　別添（略）


